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チーム医療の推進について 
（平成２２年３月１９日チーム医療の推進に関する検討会報告書） 

 

 
３ 看護師以外の医療スタッフ等の役割の拡大 

（９）介護職員 

○ 地域における医療・介護等の連携に基づくケアの提供（地域包括ケア）を実現し、看護師の負担軽
減を図るとともに、患者・家族のサービス向上を推進する観点から、介護職員と看護職員の役割分担と
連携をより一層進めていく必要がある。 

○ こうした観点から、介護職員による一定の医行為（たんの吸引や経管栄養等）の具体的な実施方策
について、別途早急に検討すべきである。 

 

新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定） 
  
（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化） 

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成長の礎である。しかし、既存の制度や供
給体制は、近年の急速な高齢化や医療技術の進歩、それに伴う多様で質の高いサービスへの需要の高ま 

り等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の不安を払拭し、不安のための貯蓄から、生涯を
楽しむための支出を行えるように医療・介護サービスの基盤を強化する。 

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療・介護従事者の確保とともに、
医療・介護従事者間の役割分担を見直す。また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、介護 

施設、居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備する。 

規制改革・総理指示等 
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規制・制度改革に係る対処方針（平成２２年６月１８日閣議決定） 
  
Ⅰ．各分野における規制改革事項・対処方針 
 ２．ライフイノベーション分野 
  

  規制改革事項 
   ⑫医行為の範囲の明確化（介護職による痰の吸引、胃ろう処置の解禁等） 
  

  対処方針 
   医療安全が確保されるような一定の条件下で特別養護老人ホームの介護職員に実施が許容され 
   た医行為を、広く介護施設等において、一定の知識・技術を修得した介護職員に解禁する方向 
   で検討する。また、介護職員が実施可能な行為の拡大についても併せて検討する。＜平成22年 
   度中検討・結論、結論を得次第措置＞ 

介護・看護人材の確保と活用について（平成２２年９月２６日総理指示） 
 
○介護・看護現場では、依然として人材が不足している。このため、以下の点について取組を行うよう、 
 厚生労働省に指示をした。 
 
 １．人材確保のため、介護・看護職員の処遇改善に向けて今後とも取り組むこと。 
 ２．介護人材の活用のため、在宅、介護保険施設、学校等において、介護福祉士等の介護職員が、た 
   んの吸引や経管栄養等といった日常の「医療的ケア」を実施できるよう、法整備の検討を早急に 
   進めること。 
    また、あわせて、介護職員がこうした「医療的ケア」を適切に実施することができるよう、レ 
   ベルアップ研修事業を本年度中に前倒しで実施すること。 
 
   ※（略） 


